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７ 輸送の安全にかかわる施設等に関する事項 

 

７．１ 踏切保安設備の整備状況 

 

（１）踏切道数の推移 

 

○平成 20 年度において、２．１に記述したとおり踏切事故は運転事故の 37.0％を、また２．２

に記述したとおり踏切事故による死傷者は運転事故による死傷者の 30.3％をそれぞれ占

めており、踏切事故防止は鉄道の安全確保上、極めて重要なものとなっています。 

○踏切道数と踏切事故件数の推移をみると、踏切道の統廃合及び２．３に記述したように踏

切道数当たりの踏切事故件数が少ない第１種踏切道への転換などが進められ、踏切事

故件数が減少してきたことが分かります。 

○しかし、平成 20 年度末において第 3 種踏切道及び第 4 種踏切道がそれぞれ 947 箇所及

び 3,405 箇所残っており、２．３に記述したとおり同年度に踏切事故がそれぞれ 13 件（踏

切事故全 314 件の 4.1％）及び 55 件（同 17.5％）発生しています。 

 

図 19：踏切道数と踏切事故件数の推移 
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※ 横軸、H17 以降は１年間隔であるが、Ｓ35～H17 は５年間隔である。  
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第１種踏切道：昼夜を通じて踏切警手が遮断機を操作している踏切道又は自動遮断機が設置されてい

る踏切道 

第２種踏切道：１日のうち一定時間だけ踏切警手が遮断機を操作している踏切道（現在設置されているも

のはない。） 

第３種踏切道：警報機が設置され遮断機のない踏切道 

第４種踏切道：踏切警手もおらず、遮断機も警報機も設置されていない踏切道 

 

（２）踏切道整備及び安全対策の実績 

○これまで踏切保安設備の整備が着実に進められてきた結果、現在では踏切道の 87％

が第１種踏切道となっています。また、踏切遮断機も踏切警報機も設置されていない第

４種踏切道は、3,405 箇所残されていますが、年々減少しています。 

 

表 10：踏切種別別の踏切道数の推移 

年度 第１種 第２種 第３種 第４種 合計 

平成 17 年度  30,291 (86％) 0 (0％) 1,066 (3％) 3,873 (11％) 35,230 

平成 18 年度  30,188 (86％) 0 (0％) 1,019 (3％) 3,745 (11％) 34,952 

平成 19 年度  30,027 (87％) 0 (0％) 992 (3％) 3,528 (10％) 34,547 

平成 20 年度  29,900 (87％) 0 (0％) 947 (3％) 3,405 (10％) 34,252 

注１：（  ）内は構成比を表す。 

注２：兼掌踏切（複数の事業者の鉄道路線にまたがる踏切道）は１箇所として計上している。 

注３：上記踏切道数は各年度末の数値を表す。 

 

○踏切道の立体交差化や構造改良、また踏切遮断機や踏切警報機などの踏切保安設備

の整備等の安全対策が進められています。 

 

表 11：立体交差化等を行った踏切道数の推移 

年度 立体交差化 構造改良 踏切遮断機・踏切警報機 

平成 17 年度 57 259 77 

平成 18 年度 85 280 59 

平成 19 年度 81 319 54 

平成 20 年度 58 327 75 

「立体交差化」：連続立体交差化あるいは単独立体交差化により除却された踏切道数 

「構造改良」：踏切道における道路幅員の拡幅や、歩道の設置などの整備を行った踏切道数 

「踏切遮断機・踏切警報機」：第３種、第４種踏切道に踏切遮断機や踏切警報機を設置した踏切道数 
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（３）事業者区分別の踏切道数等 

○事業者区分別の踏切道数及び踏切支障報知装置の設置状況は次のとおりです28。 

 

表 12：事業者区分別・踏切種別別の踏切道数（平成 21 年 3 月末現在） 

事業者区分 
踏切道 踏切支障 

報知装置 第１種 第２種 第３種 第４種 合計 

ＪＲ（在来線） 18,632 0 660 1,964 21,256 14,577 

大手民鉄 5,729 0 55 14 5,798 5,023 

公営地下鉄等 1 0 0 0 1 1 

中小民鉄 5,142 0 211 1,388 6,741 1,680 

路面電車 396 0 21 39 456 90 

踏切支障報知装置：踏切道内で自動車の脱輪やエンスト等により踏切道が支障した場合、踏切支障押し

ボタン等の手動操作又は踏切障害物検知装置による自動検知により、踏切道に接

近する列車に危険を報知するための装置 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
28 事業者別の踏切道箇所数等を資料７に掲載しています。 

【参考】 踏切道の改良イメージ 

踏切支障押しボタン              踏切障害物検知装置 

横断歩道橋等の整備

構造改良
(歩道拡幅等)

踏切保安設備

連続立体交差事業

（交通の転換）

（既存踏切道の除却）

新設立体交差事業

構造改良（歩道拡幅等）

横断歩道橋等の整備

単独立体交差事業

（既存踏切道の除却）

踏切保安設備
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７．２ 自動列車停止装置等の整備状況 

 

（１）事業者区分別の自動列車停止装置等の整備状況  

 

○事業者区分別の自動列車停止装置（ＡＴＳ）等の整備状況は次のとおりです29。 

表 13：自動列車停止装置等の整備状況（平成 21 年 3 月末現在） 

事業者区分 
営業キロ 

（km） 

設置キロ（km） 

設置率 

（％） 

自動列車 

停止装置 

（ATS） 

自動列車 

制御装置 

（ATC） 

ＪＲ・在来線（６社） 17,601.8 17,350.5 251.3 100％

ＪＲ・新幹線（４社） 2,387.1 0 2,387.1 100％

ＪＲ計 19,988.9 17,350.5 2,638.4 100％

大手民鉄（１５社） 2,669.7 2,578.9 90.8 100％

公営地下鉄等（１０社） 745.4 18.3 727.1 100％

中小民鉄（１２７社） 3,675.5 3,292.9 306.0 98％

民鉄計 7,090.6 5,890.1 1,123.9 99％

合計 27,079.5 23,240.6 3,762.3 100％

 

注１： 鋼索鉄道、路面電車、無軌条電車及び貨物鉄道は除く。 

注２： 東京都上野公園モノレール、スカイレールサービス（モノレール）及び名古屋ガイドウェイバス（新

交通）は除く。 

注３： 第２種鉄道事業者は除く。 

 

自動列車停止装置（ＡＴＳ）：信号に応じて、自動的に列車を減速又は停止させる装置 

自動列車制御装置（ＡＴＣ）：列車と進路上の他の列車等との間隔及び線路の条件に応じ、連続して制御

を行うことにより、自動的に当該列車を減速又は停止させる装置 

 

                                         
29 事業者別の自動列車停止装置等の設置状況を資料８に掲載しています。 
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７．３ 技術基準改正に伴う施設等の整備状況 

 

○ＪＲ西日本福知山線列車脱線事故（平成 17 年 4 月 25 日）を受け設置した「技術基準検討

委員会」の「中間とりまとめ」（平成 17 年 11 月 29 日）を踏まえ、「鉄道に関する技術上の基

準を定める省令」等の一部を改正し、平成 18 年 7 月 1 日に施行しました。 

○この改正により、曲線部等への速度制限機能付き自動列車停止装置（ＡＴＳ）等、運転士

異常時列車停止装置、運転状況記録装置、発報信号設備の自動給電設備の設置を新

たに義務づけるとともに、運転速度が時速 100km を超える線区の施設若しくはその線区

を走行する車両、又は１時間の運行本数が往復計 10 本以上の線区の施設若しくはその

線区を走行する車両については、曲線部等への速度制限機能付きＡＴＳ等、運転士異常

時列車停止装置、運転状況記録装置を 10 年以内に整備するよう義務づけています。 

  また、10 年以内に整備することを義務づけているもののうち、運転速度が時速 100km を

超え、かつ１時間の運行本数が往復計 10 本以上の線区の施設若しくはその線区を走行

する車両については、曲線部等への速度制限機能付きＡＴＳ等及び運転士異常時列車

停止装置を、運転速度が時速 100km を超える車両については運転状況記録装置を、そ

れぞれ５年以内で整備を行うよう指導しています。 

  さらに、発報信号設備の自動給電設備についても、５年以内に整備を行うよう指導してい

ます。 

表 14：技術基準改正に伴う施設等の整備状況 

 
整備率 

平成 20 年 3 月末 平成 21 年 3 月末

速度制限機能付きＡＴＳ等 

曲線部 ８４％ ８６％ 

分岐部 ３７％ ４５％ 

終端部 ８３％ ８７％ 

運転士異常時列車停止装置 ６４％ ７１％ 

運転状況記録装置 ４３％ ５３％ 

発報信号設備の自動給電設備 ５７％ ７０％ 

※ 特に危険性の高い急曲線における速度制限機能付きＡＴＳ等の緊急整備については、平成 19 年 3

月末までに対象の 264 箇所全て完了しています。 

 

速度制限機能付き自動列車停止装置： 従来の自動列車停止装置に、曲線、分岐器、線路終端、その他重大

な事故が発生するおそれのある箇所への速度を制限するための速

度制限機能を付加した装置 

運 転 士 異 常 時 列 車 停 止 装 置： 運転士の異常時に列車を自動的に停止させる装置 

運 転 状 況 記 録 装 置： 列車の速度やブレーキの動作状況等の運転状況を記録する装置 

発 報 信 号 設 備 の自 動 給 電 設 備： 列車衝突等の事故時においても発報信号設備（他の列車を停止させ

るための信号を発報する設備）の機能が維持されるよう自動的に別

電源から給電する等の対策がなされた設備 


